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化学物質に対する新たな規制
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化学物質に対する新たな規制の概略
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２．有機/鉛/四アルキル鉛/特化/粉じん則 関係
①管理水準が一定以上での 個別規制の適用除外
②作業環境測定結果が第三管理区分の場合の 環境改善措置強化
③作業環境管理等が適切な場合の 特殊健康診断の実施頻度の緩和

新たになにを
するのでしょう？

（出典） 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について（厚生労働省サイト）※表現を簡略化

１．安衛則 関係
①化学物質に関する 管理体制強化
②ＳＤＳ等について 情報伝達強化
③化学物質ばく露を最小限にするための
自律的な管理体制の整備

④衛生委員会において
化学物質の管理状況モニタリングの強化

⑤教育について 全業種に拡大
 



新たな規制について

4

労働安全衛生規則等の改正（新たな化学物質規制の制度の導入）

令和４年５月31日付け基発0531第９号
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」

もう少し
詳しく

知りたいときは？

通達



化学物質を取り扱う際
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危険性、有害性、取扱上の注意事項が
わかります。

GHS絵表示があれば
意味を確認しましょう。

まず「ラベル」を
確認

（出典） 化学物質管理者講習テキスト（厚生労働省サイト）
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絵表示の代表例は下のとおり、国際連合から勧告された、
世界統一的なルールです。

どのような危険有害性があるか、
製品のSDS（安全データシート）の項目を参照してください。

絵表示
絵の意味を
確認

（出典） （リーフレット）化学物質を安全に取り扱うために（厚生労働省サイト）
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① 作業場の空気中に拡散した
ガスや蒸気、粒子状の物質（粉じんなど）を吸い込まない。

② 化学物質が、皮膚を通して吸収されないようにする。

③ 化学物質が付着した手・マスク等が、口元に触れないようにする。
（煙草を吸う時の所作にも注意）

化学物質による健康障害防止には、
いろいろな経路から侵入する

「化学物質を体内に取り込まないこと」
が大切です。

ばく露の経路への対策

（イラスト出典） （リーフレット）化学物質を安全に取り扱うために（厚生労働省サイト）
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リスクアセスメント対象物を
製造・取扱い・譲渡提供する事業者は、

「化学物質管理者」の選任が必要です

選任要件：
化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者

リスクアセスメント対象物の
製造事業場

専門的講習の修了者

リスクアセスメント対象物の
製造事業場以外の事業場

資格要件なし
（専門的講習等の受講推奨）

化学物質管理者

（イラスト出典） （リーフレット）化学物質を安全に取り扱うために（厚生労働省サイト）



選任要件
〇保護具について一定の経験及び知識を有する者
（令和4年5月31日付け基発0531第９号通達）

・化学物質管理専門家
・作業環境管理専門家
・労働衛生コンサルタント試験に合格した者
・第1種衛生管理者、衛生工学衛生管理者免許を受けた者
・作業主任者の資格を有する者
・安全衛生推進者
・保護具の管理に関する教育を受講した者 など

保護具着用管理責任者

9（イラスト出典） （リーフレット）化学物質を安全に取り扱うために（厚生労働省サイト）

リスクアセスメント結果に基づき、
労働者に保護具を使用させる事業場では
「保護具着用管理責任者」
の選任が必要です。



保護具選定で 考慮すべき点（一例）
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①使用する化学物質
気化のしやすさ（揮発性）、有害性の程度 等

②取り扱う製品の性状
固体/液体/気体、希釈状態 等

③作業場の環境
温度、風速 等

④作業内容
噴霧・加熱の有無、飛沫の飛散、直接接触する可能性 等

⑤保護具メーカーからの情報 等

（イラスト出典） （リーフレット）化学物質を安全に取り扱うために（厚生労働省サイト）



呼吸用保護具

11（出典） 化学物質管理者講習テキスト（厚生労働省サイト）



皮膚障害等防止用保護具
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不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト

（出典） （リーフレット）皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル（概要）（厚生労働省）

皮膚等障害化学物質には、
• 皮膚刺激性有害物質（①）
• 皮膚吸収性有害物質（②）
が存在します。
なお、
皮膚等障害化学物質および特別規則に基づく
不浸透性の保護具等の使用義務物質の全体像は
下図のとおりです。



（出典） （リーフレット）皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル（概要）（厚生労働省）

皮膚刺激性/吸収性とは
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（出典） 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル（厚生労働省サイト）

皮膚障害等防止用保護具は
安全衛生規則第594条の２において
皮膚等障害化学物質等に対して着用しなければならない
不浸透性の保護衣・保護手袋・履物・保護眼鏡等

の保護具を指します。

具体的な保護具


